
「家畜伝染病対策に関する行政評価・監視」の勧告に対する改善措置状況
平成29年8月31日

衛生管理基準の遵守

水際対策

野鳥監視

○ 畜産農家への指導の徹底等
県の度重なる指導にもかかわらず、畜産農家におい
て、消毒設備の未設置など衛生管理基準を不遵守

• 衛生管理基準を遵守していない1,794農場中、830農場（46％）が複数
年連続で不遵守（平成23年4月～26年10月）

• 830農場中、255農場（31％）が車両用の消毒薬を常備していないなど
基本的な衛生管理に問題

○ 入国者に対する質問等の有効性等の検証、見
直し

• 調査対象8空港（注）での質問票の配布は計画上、対象国からの到着便
の2％。しかし、配布実績はこのうちの38％にとどまる。
また、質問に対する回答率は質問票20％、口頭質問を加えても48％
（平成25年度）
※ 農林水産省（動物検疫所）も現状の取組の有効性等の検証に着手

（注）成田、羽田、中部、関西、新千歳、福岡、宮崎、鹿児島の各空港

口蹄疫等の発生国からの入国者に対する要消毒物品
の所持等に関する質問票配布等の取組が不十分

野鳥の糞便採取調査における採取地点・時期の見直
しが不十分

○ 野鳥の糞便採取地点・時期の適時見直し

• 採取地点や時期の見直しを行わないまま、継続して調査を実施した結
果、採取実績が全くない又は低調となっている例（平成23年10月～26
年4月）あり（3/17県）

主な勧告（調査結果）
１．発生予防対策

【勧告先】農林水産省、環境省 【勧告日】平成27年11月6日
【回答日】（1回目）平成28年5月24日 （2回目）平成29年8月23日～25日

主な改善措置状況

 衛生管理基準の不遵守が継続している畜産
農家への指導要件の明確化など、衛生管理
基準の遵守指導の目安となるガイドライン
を改正(H29.2)し、都道府県に同ガイドラ
インに基づく指導の徹底を要請

（農林水産省）

 47都道府県中16都道府県で、採取地点又は
採取時期を見直した結果、糞便の採取実績
が約8％増加

（環境省）

 質問対象を重点化の上、口頭質問を原則と
する見直しの結果、主要7空港(注)で重点化
した質問対象国からの入国便の65％に対し
口頭質問等を実施。その結果もあり、全空
港における肉等の検査件数が約1.5倍に増加
(注)成田、羽田、中部、関西、新千歳、福岡、那覇

（農林水産省）



２．まん延防止対策

主な勧告（調査結果） 主な改善措置状況

被害想定に応じた人員の確保（動員計画）

埋却地の確保等

○ 動員計画の速やかな作成

県内最大規模の農場での発生を未想定、関係部局・
機関との人員確保のための事前調整も不十分

○ 埋却地等の確保の促進、未確保農家への支援

• 県内農場のほぼ100％で埋却地等を確保済みの県（山梨、宮崎）があ
る一方、確保が遅れている県あり
（確保率60％未満：乳用牛2/17県、肉用牛6/17県、豚4/17県、鶏
1/17県）

殺処分した家畜の埋却地等が未確保の畜産農家あり

○ 最大規模の農場での発生を想定した動員計画
作成、関係機関等との速やかな調整

口蹄疫の動員計画未作成の県あり（2/17県）

• 動員計画を作成しているものの、
県内最大規模の農場での発生を未想定、動員する関係機関等との事
前調整が未了
（口蹄疫12/15県、高病原性鳥インフルエンザ11/17県）

 口蹄疫の動員計画作成状況
 45都道府県で作成済み
（注）高病原性鳥インフルエンザの動員計画は47都道府県で作成済み

 平成28年度における埋却地等の確保率
 全国平均約88％、26都道府県が90％超
 各都道府県では、埋却地確保が困難な場合
に備え、移動式焼却炉等を利用した処理計
画の作成や、一般の焼却施設等が利用でき
るよう調整するなど対応

（農林水産省）

 動員計画における最大規模の農場での発生
の想定状況
 口蹄疫：30都道府県で想定済み
 高病原性鳥インフルエンザ：46都道府県で想定
済み

 動員計画において必要としている人員の確
保のための関係機関等との事前調整状況
 口蹄疫：17都道府県で調整済み
 高病原性鳥インフルエンザ：30都道府県で調整
済み

（農林水産省）
（注） 平成28年度においては、9都道府県で高病原性鳥インフルエンザ

が発生しており、防疫措置に要した日数には幅があるが、動員計画
で最大規模の農場で発生した場合の想定と、関係機関等との人員確
保の調整が完了していた都道府県では、大規模な農場で発生した場
合であっても、早期に防疫措置が完了している。



 

 

 

 

家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告 

に対する改善措置状況（2回目のフォローアップ）の概要 
 

【調査の実施時期等】 

1 実 施 時 期     平成26年8月～27年11月 

2 調査対象機関     農林水産省、環境省、厚生労働省、文部科学省 

 

【勧告日及び勧告先】    平成27年11月6日 農林水産省、環境省 

 

【回 答 年 月 日】    農林水産省    平成28年5月24日 

              環境省      平成28年5月24日 

 

【その後の改善措置状況に係る回答年月日】    

農林水産省 平成 29年 8月 23日 

環境省   平成 29年 8月 25日 

 

【調査の背景事情】 

○ 家畜の伝染性疾病は、ウイルス等によって家畜から家畜へ感染する疾病であり、このうち、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザなどの特に

感染力が強い疾病が発生し、まん延した場合、感染した家畜等の殺処分が必要となり、畜産物の安定供給や地域社会・地域経済に影響を及ぼ

すとともに、我が国の畜産に対する国際的な信用失墜のおそれ 

○ 平成22年に宮崎県で口蹄疫（牛・豚約30万頭殺処分）、22年末から23年始めに宮崎県等9県で高病原性鳥インフルエンザ（鶏約183万羽殺処

分）が発生し、大量の殺処分を行うこととなったことを踏まえ、23年4月、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）が改正され、畜産農家

に対し、新たに、①消毒設備の設置義務、②飼養衛生管理状況の報告義務、③患畜の埋却用地の確保など、防疫措置を強化 

○ その後、平成26年4月から27年1月にかけ、熊本県、宮崎県、山口県、岡山県及び佐賀県で高病原性鳥インフルエンザが断続的に発生してお

り（鶏約46万羽殺処分）、また、我が国の近隣諸国においても、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等が継続して発生 

○ こうしたことから、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等が国内に侵入し、感染が拡大する可能性が常にあるとの前提に立ち、家畜の所有

者、国、都道府県、市町村、関係団体等が緊密に連携し、実効性のある家畜防疫体制を構築していくことが必要 

○ この行政評価・監視は、家畜の伝染性疾病の発生予防対策及びまん延防止対策の推進を図る観点から、家畜伝染病対策の実施状況等を調査 
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勧告事項 各省が講じた改善措置状況 

1 発生予防対策 

⑴ 実効性のある水際対策の実施 

（勧告要旨） 

農林水産省は、水際対策の実効性を確保するため、当面の対応として実

施している現状の取組について、早期に、その有効性等に係る検証を終え、

必要な見直しを行う必要がある。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省（動物検疫所）は、家畜伝染病の国内への侵入を防止するた

め、空港等における水際対策として、動物・畜産物の輸入検疫、靴底消毒・

車両消毒のほか、入国者に対する質問P

（注）
Pを実施 

（注）要消毒物品（農場等に立ち入った際の靴や衣服など）や肉製品等の所持の有無を

確認するもの 

○ 入国者に対する質問は、当面の対応として、口蹄疫又はアフリカ豚コレ

ラ発生国（以下「対象国」という。）から直接入港する航空機等の一部P

（注）

Pを対象として、入国者に質問票を配布・回収 

質問票回収時に記入が済んでいない入国者等に対しては、家畜防疫官が

口頭質問を実施 

（注）空港における質問票の配布計画は次のとおり 

・主要空港（成田、羽田、中部、関西）：週10便 

新千歳、福岡：週2便 

宮崎、鹿児島：隔週1便 

・その他の地方空港：リスクの高いチャーター便等 

 

《調査結果》 

○ 主要空港等8空港における質問票の配布対象は対象国からの入国便の一

部に限定され、回答率も5割を下回る状況 

・質問票の配布は、計画上、対象国からの入国便の2％（平成26年度） 

・配布実績は38％にとどまり、質問票に対する回答率は20％。口頭質問を加

 

 

 

（農林水産省） 

→ 平成27年11月までに、従来の水際対策の有効性等に係る検証を終え、ⅰ)

要消毒物品等を所持していた者がベトナム、中国、フィリピン等の一部の国・

都市に偏る傾向があること、ⅱ)空港等での質問業務について、質問票によ

るものよりも口頭質問の方が要消毒物品等を発見した割合が約10倍となる

など効果が高いことが確認された。 

これらの結果を踏まえ、平成28年2月以降、質問業務は、質問対象を重点

化の上、原則として口頭質問により対応し、質問票については、口蹄疫等の

大規模な流行が確認された等の緊急時に、リスクの高い便に対し集中的に配

布することとした。 

 

⇒ 平成27年11月までに行った検証結果により判明した要消毒物品等を所持

している者が搭乗している可能性が高いベトナム、中国、フィリピンの一部

の都市からの入国便（以下「高リスク便」という。）に対して、28年2月以降、

口頭質問を実施するとともに、税関検査場内のターンテーブル上など入国者

の目が付きやすいと考えられる場所に、入国者が要消毒物品等を保有してい

る場合に申告を促す広報物を設置した。 

平成28年2月から12月まで（48週間）の取組実績をみると、次のとおりで

あった。 

① 主要7空港（注1）においては、高リスク便34,917便（注2）のうち、22,792

便（約65％）に対し口頭質問等を実施した。高リスク便以外の入国便につ

いては、口蹄疫やアフリカ豚コレラが発生している国・地域からの入国便

113,472便のうち、54,767便（約48％）に対し口頭質問等を実施した。 

また、主要7空港以外の36空港においては、高リスク便を含む全ての入

国便11,324便に対し口頭質問等を実施した。 

（注1） 成田国際空港、東京国際（羽田）空港、中部国際空港、関西国際空港、新千歳

→：「回答」時に確認した改善措置状況 

⇒：「その後の改善措置状況に係る回答」時に確認した改善措置状況 
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えても48％（平成25年度） 

○ 農林水産省は、現状の取組の有効性等に係る検証を行っているが、見直

しには至らず 

 

空港、福岡空港及び那覇空港をいう。 

（注2） 「各空港、国際線の就航状況調べ」（平成29年4月3日国土交通省公表）に基づ

き試算したもの。以下同じ。 

 

② 上記①の取組もあり、平成28年2月から12月まで（48週間）の全国の空

港における肉等検査件数が、27年2月から12月までの69,837件から、

103,955件に増加し、一定の取組の効果が確認できた。今後は、今回の取

組実績を踏まえ、高リスク便の選定を引き続き行うとともに、口頭質問等

の取組に加え、検疫探知犬の活用等の複数のツールを組み合わせ、より実

効性のある水際対策を実施していくこととしており、平成28年12月以降、

航空会社に対し、要消毒物品等を所持している場合の対応等に係る機内ア

ナウンスの実施について、改めて協力要請を行っている。 

また、今後は、旅客が海外の空港で航空機に搭乗する前の啓発を強化し、

持込みを未然に防止していくことが重要であると考えており、その一環と

して、平成29年2月に、国内の家畜を飼養する農場に立ち入る可能性があ

る外国人技能実習生及びその監理団体等へ支援を行う公益財団法人国際

研修協力機構に対し、動物検疫への協力依頼を行った。 

（「監理団体等への動物検疫に関する情報提供に係る協力依頼について」（平成29年2

月21日付け28動検第1126号農林水産省動物検疫所長通知）） 

なお、質問票の配布については、平成 28年 2月以降、海外において、

質問票の配布が必要となるような口蹄疫等の大規模な流行が確認されて

いないため、配布実績はないが、今後も、より実効性のある水際対策を実

施していくため、質問票の配布が必要となるような場合を適切に判断し、

対応を図ることとする。 

 

⑵ 実効性のある監視の実施等 

（勧告要旨） 

農林水産省及び環境省は、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 農林水産省は、環境省から野鳥の検査等による低病原性鳥インフルエ

ンザウイルスの検出に関する情報提供を受けた場合、必要に応じて都道

 

（農林水産省） 

→ 平成 27年 11月から 28年 3月までに、環境省から、国内で採取された野

鳥の糞から低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたとの連絡が 6

例あった。このため、ウイルスが検出された県が「高病原性鳥インフルエン
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府県、関係団体等に対する情報提供を迅速に実施すること。 

② 環境省は、糞便採取調査における採取地点及び採取時期について、野

鳥の飛来状況や都道府県における糞便採取の状況などを踏まえて、その

設定を適時に見直すよう都道府県に対し助言すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 低病原性鳥インフルエンザウイルスは、伝播力が強く、海外では高病原

性鳥インフルエンザウイルスへの変異例あり 

○ 農林水産省は、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエン

ザに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成23年10月公表。以下「鳥インフ

ルエンザに関する防疫指針」という。）に基づき、環境省から野鳥の検査等

P

（注）
Pの結果の情報提供を受け、必要に応じて都道府県、関係団体等に迅速

に情報提供するとともに、ホームページ等を通じて公表 

 （注）環境省及び都道府県が共同で実施している糞便採取調査、死亡野鳥等調査など 

 

《調査結果》 

○ 農林水産省は、低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された11例（平

成23年10月から27年2月まで）について、環境省から情報提供を受けたにも

かかわらず、都道府県等に通知せず、ホームページ等でも公表せず 

○ 糞便採取調査の採取地点や採取時期の見直しが適切に行われないまま、

継続して調査が実施された結果、採取実績が全くない又は低調となってい

る例（3県）P

（注）
Pあり（平成23年10月から26年4月まで） 

 （注）調査対象は17道府県 

 

ザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づ

く対応を講ずることができるよう、全ての事例について、該当県に対し、速

やかに情報提供を行った。また、その他の都道府県に対しても、同様に情報

提供を行った。 

 

⇒ 平成28年5月の回答後、29年3月までに、環境省から、国内で採取された野

鳥の糞から低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたとの連絡が6例

あった。このため、ウイルスが検出された県が「高病原性鳥インフルエンザ

及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく

対応を講ずることができるよう、全ての事例について、該当県に対し、速や

かに情報提供を行った。 

なお、平成28年11月から29年3月までに、9都道府県の家きんを飼養する12

農場（注）で高病原性鳥インフルエンザが発生し、全ての都道府県に対し、

発生の都度、厳重な警戒を行うよう要請し、既に各都道府県において対応が

図られていたため、低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された結果に

ついては、全ての都道府県に対する改めての情報提供は行わなかった。 

（注） 北海道（平成28年12月16日発生）、青森県（28年11月28日、12月2日発生）、宮城

県（29年3月24日発生）、新潟県（28年11月29日、11月30日発生）、千葉県（29年3

月24日発生）、岐阜県（29年1月14日発生）、佐賀県（29年2月4日発生）、熊本県（28

年12月27日発生）、宮崎県（28年12月19日、29年1月24日発生）をいう。 

 

（環境省） 

→ 平成27年11月に、都道府県に対し、渡り鳥の飛来状況を見ながら、必要な

場合には、採取地点の変更や、指定月で採取できない場合にはそれ以外の月

に採取を再度試み、採取実績の向上に努めるよう助言を行った。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告について」

（平成27年11月9日付け環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室長事務連絡）） 

なお、平成27年10月から11月にかけて、特に採取実績が低調な4県の担当

者等に対して、採取地点や採取方法に関する研修を実施した。 

 



- 4 - 

 

⇒ 前回回答時の措置を行った結果、平成27年10月から28年5月までの間に、

47都道府県のうち、ⅰ）6都道府県の6地点（指摘のあった3県のうち1県を含

む。）で採取地点の変更が行われ、ⅱ）12都道府県の12地点（同1県を含む。）

で採取時期の変更が行われ、糞便の採取実績が、平成26年10月から27年5月

までの間の12,854個（ウイルス検出数は27）から、13,864個（同35）となり、

1,000個以上増加した。  

また、平成28年9月に、糞便採取調査の開始に当たって、都道府県に対し、

改めて前回回答時の助言内容を周知するとともに、27年10月から11月にかけ

て、特に糞便の採取実績が低調な4県の担当者等に対して実施した採取地点

や採取方法に関する研修の結果について情報提供を行った。 

こうした取組に加え、平成28年10月から11月にかけて、平成26年度及び27

年度の糞便採取調査における糞便の採取実績が低調な2県の担当者等に対し

て、採取地点や採取方法に関する研修を実施した。 

研修の結果、ⅰ）1県においては、平成26年度の採取実績が14個、27年度

の採取実績が43個に対し、29年1月に75個、同2月に100個の採取実績があり、

ⅱ）もう1県においては、27年度の採取実績が0個に対し、研修時に25個、28

年12月及び29年1月にそれぞれ100個ずつの採取実績があり、いずれも増加し

た。 

⑶ 定期報告義務の履行の確保 

（勧告要旨） 

農林水産省は、家畜の所有者が行う定期報告義務の履行を確保する観点

から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、定期報告の提出状況（未提出を含む。）を整理し、未

提出の農場に対する遵守指導を適切に行うとともに、度重なる指導にも

かかわらず定期報告義務が遵守されない家畜の所有者に対しては、原因

を分析した上で、報告義務の履行確保が見込めない場合には、罰則の適

用を含め、厳格に対処するよう指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 家畜の所有者は、飼養衛生管理基準P

（注）
Pに定めるところにより、家畜の

 

（農林水産省） 

→ 平成 27年 11月及び 28年 1月に、都道府県に対し、次のとおり対応を求

めた。 

ⅰ）平成 27 年定期報告を未提出の農場に対し、提出するよう適切に指導す

ること。 

ⅱ）度重なる指導に対しても定期報告義務が遵守されない家畜の所有者に対

しては、原因を分析した上で、報告義務の履行確保が見込めない場合には、

罰則の適用を含め、厳格に対処すること。 

ⅲ）平成 28 年度以降も定期報告義務が履行されるよう、同様に対応するこ

と。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対
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飼養に係る衛生管理を行い、また、毎年、農場ごとに家畜の頭羽数、飼養衛

生管理基準の遵守状況等を都道府県に報告する義務（未報告に対して罰則

の適用あり） 

（注）車両用の消毒薬の常備など、農林水産大臣が定める家畜の飼養に係る衛生管理の

方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準 

 

《調査結果》 

○ 9道府県では、定期報告の義務が十分履行されず（平成26年）。このうち、

4道県では定期報告が行われていない農場を未整理・未把握 

○ 定期報告義務違反に対する罰則の適用例なし 

応について」（平成 27年 11月 11日付け 27消安第 4241号農林水産省消費・安全局

長通知）及び「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づ

く勧告への対応について（フォローアップ）」（平成 28年 1月 28日付け農林水産省

消費・安全局動物衛生課家畜防疫対策室長事務連絡）） 

 

  また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

なお、47 都道府県における平成 27 年定期報告の提出状況を確認した結

果、28 年 3 月 17 日現在、乳用牛農場 95.7％、肉用牛農場 91.1％、馬農場

92.3％、豚農場 92.4％、採卵鶏農場 96.2％、肉用鶏農場 97.4％となってお

り、28 年 4 月に開催した上記の全国会議において、都道府県に対し、未提

出の場合は 28年以降の定期報告を確実に提出させるよう指導した。 

 

⇒ 平成28年定期報告の提出状況は、全国平均で、乳用牛農場95.5％、肉用牛

農場92.1％、馬農場91.7％、豚農場95.6％、採卵鶏農場95.7％、肉用鶏農場

97.2％であった。 

また、各都道府県における定期報告が未提出の農場の有無を確認した結

果、平成29年3月31日現在、33都道府県において未提出の農場はなく、未提

出の農場があると回答した残りの14都道府県においても、講習会や立入検

査、電話、文書等により引き続き提出を求めていくとの回答であった。 

農林水産省としては、定期報告の提出状況のフォローアップを行い、今後

も、定期報告が確実に提出されるよう、各都道府県に対し、必要に応じて指

導・助言等を行っていくこととしている。 

 

（勧告要旨） 

② 定期報告の添付書類について、家畜の所有者における負担の軽減が図

られるよう、報告内容に変更がない場合等、添付を省略できる場合を明

示すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

（農林水産省） 

→ 平成 28年 1月に、都道府県に対し、家畜の所有者の負担を軽減する観点

から、定期報告の添付資料については、報告内容に変更があり、これを裏付

ける資料が必要な場合のみ提出させるよう家畜の所有者に指導することを

求めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対応に
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○ 定期報告には、衛生管理区域及び消毒設備の設置箇所を明示した農場の

平面図、畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面等を添付 

○ 「申請負担軽減対策」（平成9年2月10日閣議決定）において、既に保有し

ている資料と同種のものは提出を求めないなど申請者の負担軽減を実施 

 

《調査結果》 

○ 定期報告の添付資料について、 

・変更の有無にかかわらず、毎年、全ての書類の添付を求めている例（7道

府県）あり 

・一方で、変更がある場合のみ添付させている例（11道県）あり 

 

ついて（フォローアップ）」） 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

 

⇒ 前回回答時の措置を踏まえ、全ての都道府県において、定期報告の添付資

料については、報告内容に変更があり、これを裏付ける資料が必要な場合の

み提出するよう家畜の所有者に対し指導が行われたところであり、農林水産

省としても、今後も、家畜の所有者の負担を軽減する観点から、添付書類の

取扱いについて検討し、各都道府県に対し、必要に応じて対応を求めていく

こととしている。 

 

（勧告要旨） 

③ 定期報告の遵守率を正確に把握できるよう、衛生管理の状況等の報告

通知の見直しを行うとともに、都道府県ごとに遵守状況を公表すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省は、衛生管理の状況等の報告通知P

（注）
Pにおいて、毎年度、都

道府県に対し、定期報告が行われた農場数、家畜の種類及び頭羽数、飼養衛

生管理基準の遵守農場数等を取りまとめ、報告を求めている 

（注）「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告について」（平成24年1

月11日付け23消安第4459号農林水産省消費・安全局長通知） 

 

 

《調査結果》 

○ 農林水産省は、定期報告の対象農場数を把握しておらず、定期報告の遵

守率を未把握 

→報告義務の履行確保に向けた施策の企画立案において判断を誤るおそれ 

 

（農林水産省） 

→ 平成28年1月に、都道府県に対し、28年定期報告の結果を国へ報告する際

に、都道府県における定期報告の遵守状況も併せて報告するよう求めた。こ

の結果については、平成28年中を目途に公表する予定である。 

（「平成 28 年家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告について」（平成

28年 1月 28日付け 27消安第 5236号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）） 

 

  また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

  なお、平成 29 年以降の定期報告についても、引き続き遵守状況を把握で

きるよう、「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告につい

て」（平成 24年 1月 11日付け 23消安第 4459号農林水産省消費・安全局長

通知）の改正を 28年中に行う予定である。 

 

⇒ 平成29年3月に、「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告

について」の改正を行い、都道府県に対し、29年以降の定期報告の結果を国

へ報告する際には、定期報告の遵守状況も併せて報告するよう求めた。 

（「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告について」（平成29年3月10日

付け28消安第5426号農林水産省消費・安全局長通知）） 
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また、前回回答時に都道府県に対し報告を求めていた平成28年定期報告の

遵守状況等について、29年4月に、都道府県別に公表した。 

 

⑷ 立入検査・指導の充実 

ア 農場に対する立入検査の効率的かつ効果的な実施 

（勧告要旨） 

農林水産省は、立入検査をより効率的かつ効果的に実施し、飼養衛生管

理基準の遵守状況をより的確に把握する観点から、以下の措置を講ずる必

要がある。 

① 定期報告の内容を見直す（家畜伝染病予防法施行規則の改正）ととも

に、都道府県に対し、非常勤職員等や自衛防疫団体の活用方策を具体的

に示すこと。 

また、口蹄疫に関する防疫指針による都道府県の立入検査の実施状況

を的確に把握するため、立入検査の対象農場数（母数）の報告を求める

よう、口蹄疫に関する防疫対策強化通知を見直すこと。 

② 都道府県に対し、長期にわたって立入検査に応じない牛、豚等を飼養

する家畜の所有者に対しては、その原因を分析した上で、立入検査の実

施が見込めない場合には、罰則の適用を含め、厳格に対処するよう指導

すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省は、口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針（平成23年10月

公表。以下「口蹄疫に関する防疫指針」という。）や鳥インフルエンザに関

する防疫指針において、都道府県に対し、一定の頭羽数の家畜を飼養する

農場に対し、原則として年1回以上の立入検査を要請 

  また、農林水産省は、毎年度発出する防疫対策強化通知P

（注）
Pにおいて、

都道府県に対し、立入検査の結果の報告を求めている 

 （注）農林水産省が毎年度、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化に

関して、都道府県に対し通知しているもの。例えば、平成25年度において、口蹄疫

 

 

（農林水産省） 

→① 飼養衛生管理基準の遵守状況を的確に把握するため、家畜の所有者から

都道府県に提出する定期報告書の様式（家畜伝染病予防法施行規則（昭和

26年農林省令第35号）様式第14号）の見直しについて食料・農業・農村政

策審議会（平成28年3月17日第26回家畜衛生部会において検討を開始）に

諮問したところであり、平成28年中に改正を行う予定である。 

また、各都道府県における非常勤職員や自衛防疫団体等の活用方策の具

体的事例を確認し、得られた事例について、平成28年4月に、都道府県に

対し情報提供を行うとともに、同年同月に開催した都道府県の家畜衛生担

当者等を対象とした全国会議においても周知した。 

（「都道府県における家畜伝染病対策に関する参考取組事例について（情報提供）」（平

成 28年 4月 15日付け農林水産省消費・安全局動物衛生課家畜防疫対策室長事務連

絡））  

 

都道府県の立入検査の実施状況を的確に把握するため、平成 27年 12月

に、立入検査の対象農場数を把握できるよう立入検査結果の報告様式を改

正した。 

（「平成 27年度の年末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防疫対策の強化につ

いて」（平成 27 年 12 月 11 日付け 27 消安第 4581 号農林水産省消費・安全局長通

知）） 

 

② 平成 27年 11月及び 12月に、都道府県に対し、長期にわたって、立入

検査に応じない家畜の所有者に対する罰則の適用を含めた厳格な対処を

求めた。 
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に関しては「年末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防疫対策の強化につい

て」（平成25年12月11日付け25消安第4271号農林水産省消費・安全局長通知）、高病

原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関しては「平成25年度にお

ける高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について」（平成25年9月6日付け

25消安第2884号農林水産省消費・安全局長通知） 

 

《調査結果》 

○ 家畜防疫員一人当たりの農場数・飼養頭数が多い家畜保健衛生所は、防

疫指針に定める年1回以上の立入検査（平成26年度）が困難。家畜防疫員の

大幅な増員も困難な状況 

○ 一部の道県では、立入検査業務に非常勤職員等を活用する（7道県）、自衛

防疫団体を活用して農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を確認する

（2県）などの取組を実施 

○ 農林水産省は、口蹄疫に関する防疫対策強化通知において、立入検査の

対象農場数の報告を求めていないため、立入検査が実施されていない農場

数がどの程度あるかを未把握 

→施策の企画立案において都道府県の実情を考慮しない結果となるおそれ 

○ 家畜の所有者による農場への立入拒否や日程調整に応じないなどによ

り、1年以上にわたり（中には平成22年度以降、長期にわたり）立入検査を

未実施の例（5道県）あり 

 

※ 農林水産省は、当省の調査実施後に、鶏等の家きんを飼養する農場について、長期に

わたり立入検査に応じない場合、その原因を分析した上で、立入検査の実施が見込めな

いと判断したときは、罰則の適用を含め、厳格に対処するよう、都道府県に通知 

 

 

 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対

応について」及び「平成 27年度の年末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防

疫対策の強化について」） 

 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

 

⇒ 平成29年1月30日に、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35

号）を改正し、農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を的確に把握する

ため、定期報告に飼養衛生管理基準の全ての項目の遵守状況を記載できるよ

う、様式の見直しを行った。 

また、各都道府県における非常勤職員や自衛防疫団体等の活用状況につい

て、前回回答時の措置を踏まえ、各都道府県において対応が図られていると

ころであるとともに、立入検査をより効率的かつ効果的に実施するため、「口

蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針及び高病原性鳥インフルエンザ等に

関する特定家畜伝染病防疫指針等に基づく立入検査の実施について」（平成

29年2月1日付け28消安第4760号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）

を発出し、飼養衛生管理基準の遵守レベルが高い農場に対しては、少なくと

も3年に1回立入検査を実施し、立入検査を実施しない年には、定期報告で飼

養衛生管理基準の遵守状況を確認することとするなど、個々の農場の飼養衛

生管理基準の遵守状況に応じて立入検査の対象を重点化するためのルール

を示した。 

農林水産省としては、今後も、飼養衛生管理基準の遵守状況をより的確に

把握する観点から、上記の新たに示したルールの運用状況もフォローアップ

しつつ、立入検査の実施方法等について検討し、各都道府県に対し、必要に

応じて指導・助言等を行っていくこととしている。 

 

立入検査結果の報告様式や長期にわたり立入検査に応じない状況が続い

ている農場への対応については、平成28年9月及び12月に、都道府県に対し、

前回回答時の措置と同様の内容を通知している。 
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（「平成28年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について」（平成

28年9月23日付け28消安第2664号農林水産省消費・安全局長通知）及び「平成28年度の年

末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防疫対策の強化について」（平成28年12月26

日付け28消安第4213号農林水産省消費・安全局長通知）） 

 

各都道府県における立入検査に応じない農場の有無を確認した結果、平成

29年3月31日現在、6都道府県において、長期にわたり立入検査が実施できて

いない農場があり、家畜の所有者に対し引き続き立入検査の必要性を説明し

協力を求めていくとの回答であった。 

農林水産省としては、各都道府県における立入検査の実施状況についてフ

ォローアップを行い、今後も、立入検査が必要な農場に対し確実に実施され

るよう、各都道府県に対し、必要に応じて指導・助言等を行っていくことと

している。 

イ 長期未改善となっている飼養衛生管理基準の違反に対する指導等の

充実 

（勧告要旨） 

農林水産省は、農場における飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図る観点

から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、家畜保健衛生所の度重なる指導等にもかかわらず飼

養衛生管理基準が遵守されず、違反状態が継続している家畜の所有者に

対しては、家畜伝染病予防法の規定による指導・助言を行うとともに、

当該指導等に従わず、違反状態の改善が見込めない場合には、その原因

を分析した上で、同法第12条の6の規定による勧告及び命令、命令に従わ

ない場合の罰則適用など、家畜伝染病予防法に基づく一連の手続により

厳正に対処するよう指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 家畜の所有者は、飼養衛生管理基準を遵守する義務 

○ 都道府県は、飼養衛生管理基準違反に対し、家畜伝染病予防法に基づく

指導等を実施（指導等による改善がみられない場合、勧告を行い、勧告に従

 

 

（農林水産省） 

→ 平成27年11月に、都道府県に対し、度重なる指導にもかかわらず、飼養衛

生管理基準が遵守されず、違反状態が継続している家畜の所有者に対して

は、家畜伝染病予防法第12条の5の規定による指導及び助言を行うとともに、

その原因を分析した上で、同法第12条の6の規定による勧告及び命令並びに

命令に従わない場合の罰則の適用など、法に基づき厳正に対処するよう求め

た。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対応に

ついて」） 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

 

⇒ 都道府県が、行政指導や家畜伝染病予防法に基づく助言・指導等の業務を

行う上で、参考となるよう、平成29年2月に、「家畜伝染病予防法第12条の5

の規定による指導及び助言、同法第12条の6第1項の規定による勧告並びに同
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わない場合、命令を発する。命令違反に対しては、罰則の適用あり） 

 

《調査結果》 

○ 飼養衛生管理基準を遵守していない1,794農場中、830農場（46％）が同一

項目を複数年連続で不遵守（平成23年4月から26年10月まで） 

○ 830農場中、255農場（31％）が車両用の消毒薬を常備せず 

 

 

 

 

 

 

条第2項の規定による命令に関するガイドライン」（平成23年10月31日付け23

消安第3929号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）を改正し、違反状

態が継続している家畜の所有者に対する行政指導の適用要件を明確化した。 

（「家畜伝染病予防法第12条の5の規定による指導及び助言、同法第12条の6第1項の規定

による勧告並びに同条第2項の規定による命令に関するガイドラインの改正について」

（平成29年2月1日付け28消安第4763号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）） 

 

農林水産省としては、今後も、家畜の所有者における飼養衛生管理基準を

遵守する必要性や重要性の理解が一層進むよう、都道府県に対して当該ガイ

ドラインを参考として必要な指導を行うよう求めていくことに加え、飼養衛

生管理基準の違反状態が継続し、改善されない場合には、法に基づき厳正に

対処するよう求めていくこととしている。 

 

（勧告要旨） 

② 家畜伝染病予防法の規定による指導・助言の例外とされる行政手続法

の定めるところによる行政指導に該当する場合の要件の明確化、該当事

例の具体化など、家畜伝染病予防法に基づく指導等に関するガイドライ

ンの内容を見直すとともに、衛生管理の状況等の報告通知に基づく指導

等の実績報告が正確なものとなるよう、都道府県に対し、適切な指導を

行うこと。 

③ 飼養衛生管理基準の遵守・不遵守に関する判断が、年度や農場によっ

て異なることがないよう、判断に当たっての統一的な考え方を具体的に

定めるとともに、都道府県に対し、適切な指導を行うこと。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省は、家畜伝染病予防法に基づく指導等に関するガイドラインP

（注1）
Pを定め、飼養衛生管理基準の違反が、軽微かつ常習性が認められない

等の状況にあるときは、家畜伝染病予防法に基づく指導等に代え、行政手

続法（平成5年法律第88号）の定めるところによる行政指導P

（注2）
Pを行うこと

ができる旨を都道府県に通知 

（農林水産省） 

→ 都道府県における飼養衛生管理基準の遵守状況の判断指標及び指導事例

等を収集し、家畜伝染病予防法に基づく指導等に関するガイドラインの改正

及び飼養衛生管理基準の遵守状況の判断に当たっての統一的な考え方の策

定に係る作業を進めており、平成28年中にこれらの改正内容等を通知する予

定である。 

また、平成28年4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を対象とした

全国会議において、家畜伝染病予防法第12条の5の規定による指導及び助言

等の実績報告が正確なものとなるよう注意喚起した。 

 

⇒ 平成29年2月に、「家畜伝染病予防法第12条の5の規定による指導及び助言、

同法第12条の6第1項の規定による勧告並びに同条第2項の規定による命令に

関するガイドライン」を改正し、家畜伝染病予防法の規定による指導・助言

の例外とされる行政手続法の定めるところによる行政指導に該当する場合

の要件等を明確化したところであり、都道府県に対し、当該ガイドラインを

参考として、行政指導や家畜伝染病予防法に基づく指導等を適切に実施し、

家畜伝染病予防法第12条の5の規定による指導及び助言等の実績報告が正確
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（注1）「家畜伝染病予防法第12条の5の規定による指導及び助言、同法第12条の6第1項

の規定による勧告並びに同条第2項の規定による命令に関するガイドラインの策

定について」（平成23年10月31日付け23消安第3929号農林水産省消費・安全局動物

衛生課長通知） 

（注2）行政手続法に定めるところにより行う指導等で、口頭によることも可能であり、

指導等を遵守しなくても罰則の適用はない 

○ 農林水産省は、都道府県に対し、飼養衛生管理基準の遵守・不遵守の判断

基準や判断に当たっての考え方を示していない 

 

《調査結果》 

○ 家畜伝染病予防法に基づく指導等が適切に実施されていない例あり 

・家畜伝染病予防法に基づく指導等を文書によらず、口頭による指導にと

どめている：1県 

・飼養衛生管理基準違反に対する指導等を家畜伝染病予防法に基づく指導

等や行政手続法の定めるところによる行政指導に該当しないと誤認して

いる：6県 

→農林水産省に対する県の指導実績の報告が不正確 

・違反内容にかかわらず、一律に行政手続法の定めるところによる行政指

導を行っている：10道府県 

○ 農場の飼養衛生管理の状況に変更等がないにもかかわらず、飼養衛生管

理基準の遵守・不遵守の判断が異なる例あり（平成24年度から26年度） 

・同一農場で年度により判断が異なる：2道県 

・農場によって判断が異なる：2県 

 

なものとなるよう、周知徹底を行った。 

併せて、同年同月に、年度や農場によって飼養衛生管理基準の遵守・不遵

守の判断が異なることがないよう、都道府県に対し、その判断の指標を示し、

飼養衛生管理基準の遵守を指導するに当たっての参考とするよう求めた。 

（「飼養衛生管理基準の判断の指標について」（平成29年2月1日付け28消安第4762号農林

水産省消費・安全局動物衛生課長通知）） 

 

ウ 飼養衛生管理基準等の遵守状況に関する情報の正確性の確保 

（勧告要旨） 

農林水産省は、農場における飼養衛生管理基準等の遵守状況を正確に把

握する観点から、防疫対策強化通知の報告要領を見直した上で、都道府県

に対し、立入検査による確認結果を正確に報告するよう、指導を行う必要

がある。 

 

（農林水産省） 

→ 飼養衛生管理基準等の遵守状況を確認していない項目がある場合の記載

欄を設けるなど立入検査の報告様式について見直しを行い、平成28年度から

様式を変更した。 

また、平成28年1月及び4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を対象
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（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省は、毎年度発出する防疫対策強化通知において、都道府県に

対し、農場の飼養衛生管理基準等の遵守状況の報告を求めている 

 

《調査結果》 

○ 防疫対策強化通知の報告要領の不備P

（注）
P、道府県が報告対象を誤解する

などにより、道府県から適切な報告がなされず、飼養衛生管理基準等の遵

守状況が正確に把握できていない例（8道県）あり（平成25年度） 

 （注）報告要領上は、飼養衛生管理基準等の遵守状況を確認していない項目がある場合

の記載方法を定めていないため、立入検査で遵守状況を確認していない項目につい

て、指導事項等はなく、遵守しているものとして取り扱われることとなっている 

 

とした全国会議等において、変更内容を周知するとともに、立入検査による

確認結果を正確に報告するよう注意喚起した。 

 

⇒ 前回回答時の措置を踏まえ、各都道府県において、平成28年度に変更した

様式により、立入検査による確認結果が報告されており、都道府県に対し報

告を求めた「平成28年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の

強化について」（平成28年9月23日付け28消安第2664号農林水産省消費・安全

局長通知）に基づく家きんを飼養する農場に対する立入検査結果をみると、

全ての都道府県において、飼養衛生管理基準の全ての項目について確認を行

ったとの報告があった。 

エ 外国人労働者等の受入農場に対する指導及びと畜検査等の結果に関

する情報を活用した農場に対する指導の推進 

（勧告要旨） 

農林水産省は、農場に対する指導を一層推進する観点から、以下の措置

を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、農場における外国人労働者等の受入状況を把握した

上で、外国人労働者等の受入農場に対し、口蹄疫に関する防疫対策強化

通知に基づく口蹄疫等の発生国への渡航等に関する留意事項の周知啓発

を徹底するよう、指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省は、口蹄疫に関する防疫対策強化通知において、都道府県に

対し、外国人労働者、海外研修生等を受け入れている農場に口蹄疫等発生

国への渡航に当たっての留意事項（農場やと畜場などの畜産関連施設に立

ち入らないことなど）や帰国後の留意事項（帰国後一週間、必要がある場合

を除き、衛生管理区域に立ち入らないことなど）の内容を周知、指導するよ

う要請 

 

 

（農林水産省） 

→ 平成27年11月及び12月に、都道府県に対し、農場における外国人労働者等

の受入状況の把握と、外国人労働者等の受入農場等に対する口蹄疫等の発生

国への渡航等に関する留意事項の周知啓発の徹底を求めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対応に

ついて」及び「平成 27年度の年末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防疫対策の

強化について」） 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

 

⇒ 各都道府県における農場での外国人労働者等の受入状況の把握について

確認した結果、平成29年3月31日現在、40都道府県において把握しており、

「把握していない」と回答した残りの7都道府県からは、今後、農場への立

入検査等の際に確認を行い、把握していくとの回答があった。 

また、外国人労働者等の受入状況の把握の有無にかかわらず、全都道府県
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《調査結果》 

○ 農場における外国人労働者等の受入状況の把握や外国人労働者等の受入

農場に対する指導が行われていない例（14道府県）あり（平成26年度） 

 

 

 

 

 

 

において、全ての農場に対し、口蹄疫に関する防疫対策強化通知に基づく口

蹄疫等発生国への渡航に当たっての留意事項や帰国後の留意事項の内容に

ついて周知しているとの回答があった。 

農林水産省としては、外国人技能実習生の支援機関等の協力を得ながら、

都道府県による外国人労働者等の受入農場に対する指導を推進していくこ

ととしており、その一環として、動物検疫所において、国内の家畜飼養農場

に立ち入る可能性がある外国人技能実習生及びその監理団体等へ支援を行

う公益財団法人国際研修協力機構に対し、動物検疫への協力依頼を行った。 

（「監理団体等への動物検疫に関する情報提供に係る協力依頼について」） 

 

（勧告要旨） 

② 都道府県に対し、と畜検査等の結果に関する情報の活用の意義や具体

的な活用方法、既に活用が行われている県の効果的な取組例を示して、

と畜検査等の結果に関する情報を農場に対する指導に有効に活用するよ

う指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産省は、と畜検査等の結果に関する情報は、各農場における疾病

等の発生状況やその傾向の把握に有用として、都道府県に対し、家畜衛生

部局と、と畜場及び食鳥処理場との間で、当該情報の積極的な交換に努め

るよう要請。ただし、情報交換の方法や交換した情報の活用方法は示さず 

 

《調査結果》 

○ 農場のと畜検査等の結果を用いて、疾病等の発生状況を分析・整理し、疾

病等の発生状況に応じて適切な予防対策を提示するなど、農場に対する指

導に活用している例（8県）あり 

一方で、と畜検査等により把握された疾病等の情報と飼養衛生管理の状

況との関係が不明として当該情報の入手、活用を行っていない例（9道府県）

あり（平成26年度） 

 

（農林水産省） 

→ 平成 27年 11月に、都道府県に対し、公衆衛生部局から家畜衛生部局にと

畜又は食鳥検査結果の提供が定期的になされ、農場に対する指導に活用して

いる優良事例を参考にして、公衆衛生部局との情報共有を図りつつ、農場に

対する指導に有効活用するよう求めた。 

あわせて、平成 27年 11月に、厚生労働省に対し、都道府県の公衆衛生部

局と家畜衛生部局との情報共有について、周知するよう協力を求めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対応に

ついて」） 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

さらに、各都道府県におけると畜検査等の結果に関する情報を農場に対す

る指導に有効活用している具体的事例を確認し、得られた事例について、平

成 28年 4月に、都道府県に対し情報提供を行うとともに、同年同月に開催

した都道府県の家畜衛生担当者等を対象とした全国会議においても周知し

た。 

（「都道府県における家畜伝染病対策に関する参考取組事例について（情報提供）」） 

 

⇒ 各都道府県におけると畜検査等の結果に関する情報を活用した農場に対

する指導の実施状況を確認した結果、平成 29年 3月 31日現在、前回回答時
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の措置を参考として、全ての都道府県において、と畜検査等の結果に関する

情報を活用した指導に取り組んでいるとの回答があった。 

農林水産省としては、と畜検査等の結果に関する情報を、農場に対する指

導に有効活用するよう推進していくため、今後も、効果的な取組例を把握し

た場合、他の都道府県に対し情報提供するなどの支援を行っていくこととし

ている。 

 

⑸ 畜産関連施設における家畜伝染病等の感染拡大防止対策の推進 

（勧告要旨） 

農林水産省は、畜産関連施設における家畜伝染病等の感染拡大防止対策

を一層推進するため、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、豚関連施設における手指の消毒等に係る取組及び交

差汚染防止措置がより適切に講じられるよう指導すること。 

② 都道府県に対し、牛鶏関連施設において講ずるべき対策を明確に示し

た上で、施設管理者に対策の実施を求めるよう指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ と畜場、食鳥処理場、化製場、家畜市場、共同糞尿処理場等の畜産関連施

設は、複数の畜産関係車両が出入りするため、施設を介して、家畜伝染病等

の感染拡大の可能性 

○ 農林水産省は、「豚流行性下痢（ＰＥＤ）防疫マニュアル」（平成26年10

月）を作成し、都道府県に対し、豚関連施設P

（注1）
Pにおいて、手指の洗浄・

消毒、靴底の洗浄・消毒、交差汚染防止措置などの感染拡大防止対策が講じ

られているかについて、立入検査で確認するよう要請 

○ 他方、牛鶏関連施設P

（注2）
Pについては、都道府県及びこれらの施設が行う

べき対策は農林水産省から示されていない 

（注1）畜産関連施設のうち豚の運搬を行う複数の畜産関係車両が出入りする施設 

（注2）畜産関連施設のうち豚の運搬を行う車両が出入りしない牛又は鶏の関連施設 

 

《調査結果》 

 

（農林水産省） 

→ 平成 27年 11月に、都道府県に対し、次のとおり対応を求めた。 

ⅰ）豚流行性下痢防疫マニュアルを参考にしつつ、豚関連施設において、入

退場時における手指の消毒、車両及び作業者等の施設敷地内での動線の工

夫による交差汚染の防止等を確実に実施するよう指導すること。 

ⅱ）牛鶏関連施設においても、豚流行性下痢防疫マニュアルを参考にしつつ、

感染拡大防止対策を確実に実施するよう指導すること。 

  あわせて、平成 27年 11月に、厚生労働省に対し、都道府県の公衆衛生部

局においても、家畜伝染病等の感染拡大防止対策が徹底されるよう協力を求

めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対応に

ついて」） 

 

  また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

 

⇒ 各都道府県における畜産関連施設に対する家畜伝染病等の感染拡大防止

対策の指導状況を確認した結果、平成29年3月31日現在、全国の全1,095施設

のうち955施設（87.2％）に対して、巡回指導等を実施し、指導・助言を実

施済みであり、47都道府県のうち30都道府県において、都道府県内の全ての

畜産関連施設に対し巡回指導等を実施済みであった。また、残りの140施設

に対しても、順次、巡回指導等を実施し、必要に応じて指導・助言を行って
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○ 豚関連施設及び牛鶏関連施設における家畜伝染病等の感染拡大防止対策

が不十分（平成26年8月から11月まで） 

感染拡大防止対策の実施状況 

 手指の消毒等 交差汚染防止措置 

豚関連施設 15％ 49％ 

牛鶏関連施設 24％ 36％ 
 

いくとの回答であった。 

農林水産省としては、各都道府県で行われる取組を踏まえ、今後も、畜産

関連施設における家畜伝染病等の感染拡大防止対策が実施されるよう、各都

道府県に対し、必要に応じて指導・助言等を行っていくこととしている。 

 

 

 

2 まん延防止対策 

⑴ 都道府県防疫マニュアルの迅速な改定 

（勧告要旨） 

農林水産省は、家畜伝染病が発生した場合の防疫措置を迅速かつ的確に

行う観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、口蹄疫に関する県防疫マニュアルについて最新の防

疫指針等の内容を踏まえた改定等を速やかに行うよう指導すること。 

② 都道府県に対し、今後、防疫指針（口蹄疫又は鳥インフルエンザ）等

が変更された場合には、変更内容の趣旨や意義を周知し、変更内容を遅

滞なく口蹄疫又は高病原性鳥インフルエンザに関する県防疫マニュア

ルに確実に反映するよう指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 農林水産大臣は、伝播力が特に強い口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ

等の特定の家畜伝染病について、発生予防、発生時の初動防疫等の具体的

かつ技術的な指針（以下「防疫指針」と総称する。）を定め、少なくとも3年

ごとに再検討を加え、必要に応じ変更 

○ 農林水産省は、防疫指針に基づく防疫措置の実効を確保するため、防疫

作業の具体的な手順等を整理した要領、マニュアル等（以下「国防疫マニュ

アル」と総称する。）を定め、都道府県に通知 

○ 都道府県は、防疫指針に基づく家畜伝染病対策について、国防疫マニュ

アルも参考に、地域の実情を踏まえた防疫要領（以下「県防疫マニュアル」

という。）を策定 

 

 

（農林水産省） 

→ 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」については、平成27年内を目

途に改正・公表予定であったため、27年11月に、都道府県に対し、公表後速

やかに、改正内容を都道府県の防疫マニュアルに反映するよう求めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対応に

ついて」） 

 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。さらに、平成 28

年 1 月に開催した口蹄疫防疫対策強化推進会議において、27 年 11 月に改

正・公表した「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」の変更内容の趣旨

や意義を周知した。 

なお、各都道府県における防疫マニュアルの改定状況を確認した結果、平

成 28 年 3 月 17 日現在、5 都道府県において改定済みであり、未改定の 42

都道府県においても 28年度中に改定予定である。 

 

⇒ 各都道府県における口蹄疫に関する都道府県防疫マニュアルの改定状況

を確認した結果、平成29年3月31日現在、27都道府県において改定済みであ

ったが、残りの20都道府県においては、28年度に9都道府県において発生し

た高病原性鳥インフルエンザへの対応により改定作業に遅れが生じたこと

やその対応結果を踏まえた措置の反映を検討していることなどから、29年度
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《調査結果》 

○ 平成23年10月の防疫指針の変更後、3年以上が経過しているにもかかわら

ず、県防疫マニュアルの必要な改定等を未実施の例あり 

・口蹄疫：6道県 

・高病原性鳥インフルエンザ：3県 

※ 農林水産省は、当省の調査実施後に、高病原性鳥インフルエンザの県防疫マニュア

ルについて、防疫指針の変更内容を踏まえた見直しを速やかに行うよう、都道府県に

通知 

 

○ 国防疫マニュアルに盛り込まれた内容が県防疫マニュアルに未反映の例

あり 

・発生農場で防疫措置を指揮する現場責任者の業務を補佐する者や関係機

関との連絡の補助を行う者の設置及びその役割P

（注）
Pについて、県防疫マ

ニュアルに未反映：9道府県 

（注）平成26年度に高病原性鳥インフルエンザが発生した熊本県において、当時の反

省を踏まえ、まん延防止対策を円滑に進めるため、県防疫マニュアルに反映 

 

中に改定できるよう作業を進めているとの回答であった。 

農林水産省としては、各都道府県における都道府県防疫マニュアルの改定

状況のフォローアップを行うとともに、今後も、各都道府県に対し、特定家

畜伝染病防疫指針の公表後、速やかに防疫マニュアルに反映するよう求め、

必要に応じて指導・助言等を行っていくこととしている。 

 

 

⑵ 実効性のある動員計画の策定 

（勧告要旨） 

農林水産省は、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ発生時における迅

速かつ的確な対応が講じられるよう、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 口蹄疫に関する動員計画が未作成となっている都道府県に対しては、

直ちに計画を作成するよう指導すること。 

② 都道府県に対して、農場の規模を多段階想定した実効性のある動員計

画（口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ）の作成に当たっては、都道

府県内最大規模の農場で発生した場合を含めるよう指導すること。 

③ 口蹄疫に関する動員計画における人員確保の実効性を高めるため、都

道府県に対し、関係市町村、関係団体等との調整を速やかに完了させる

よう指導すること。 

 

（農林水産省） 

→ 平成27年11月に、都道府県に対し、次のとおり対応を求めた。 

ⅰ）動員計画を未作成の場合は、作成すること。 

ⅱ）動員計画における実効性の確保を図る観点から、 

・ 異なる農場規模の想定の中に都道府県内の最大規模の農場で発生し

た場合を含めること。 

・ 人員確保のため、関係市町村、関係団体等との調整を速やかに行うこ

と。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対

応について」） 
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（説明） 

《制度の概要》 

○ 防疫指針に基づき、都道府県は、家畜伝染病の発生の予防及び発生時に

備えた事前の準備として、円滑かつ迅速に初動防疫対応を実施することが

できるよう、防疫に必要な人員を確保 

→一定の被害規模を想定した防疫に必要な人員の確保に関する計画（以下

「動員計画」という。）を作成する必要あり 

 

《調査結果》 

○ 動員計画が未作成の例（口蹄疫（牛）：1県、口蹄疫（豚）：2道県）あり 

 （平成26年度） 

○ 動員計画を作成しているものの、その実効性に欠ける例あり（平成26年

度） 

・県内最大規模の農場での発生を未想定（口蹄疫（牛）：14道府県、口蹄疫

（豚）：12県、高病原性鳥インフルエンザ：11県） 

・動員計画で動員を予定する関係機関等との事前調整が未了（口蹄疫（牛）：

13道府県、口蹄疫（豚）：12府県、高病原性鳥インフルエンザ：11道県） 

※ 農林水産省は、当省の調査実施後に、高病原性鳥インフルエンザに関する動員計画

について、実効性をあらしめるため、農場の規模を多段階想定した動員計画の作成及

び関係機関等との人員確保の調整を行うよう、都道府県に通知 

 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知するとともに、都道府県

内最大規模の農場で発生した場合の動員計画の作成及び関係市町村、関係団

体等との調整については、緊急度や優先度を考慮して取り組むよう指導し

た。 

  なお、各都道府県における動員計画の作成状況を確認した結果、平成 28

年 3月 17日現在、43都道府県において口蹄疫に関する動員計画が作成済み

である。 

 

⇒ 各都道府県における口蹄疫に関する動員計画及び高病原性鳥インフルエ

ンザに関する動員計画の作成状況を確認した結果、平成 29 年 3 月 31 日現

在、次のとおりであった。 

① 口蹄疫に関する動員計画の作成について、45 都道府県においては作成

済みであり、残りの 2都道府県においては、関係機関・団体等との調整に

時間を要し作成が遅れているが、平成 29 年度中に作成できるよう作業を

進めているとの回答であった。 

② 都道府県内最大規模の農場で発生した場合の想定について、ⅰ）口蹄疫

に関する動員計画においては、動員計画を作成した 45都道府県のうち 30

都道府県で想定済み、ⅱ）高病原性鳥インフルエンザに関する動員計画に

おいては、動員計画を作成した 47 都道府県のうち 46 都道府県で想定済

みであった。 

③ 関係市町村、関係団体等との人員確保の調整について、ⅰ）口蹄疫に関

する動員計画においては、動員計画を作成した 45 都道府県のうち 17 都

道府県で調整済み、ⅱ）高病原性鳥インフルエンザに関する動員計画にお

いては、動員計画を作成した 47 都道府県のうち 30 都道府県で調整済み

であった。 

 

  平成 28年度に高病原性鳥インフルエンザが発生した 9都道府県において

は、いずれも都道府県内最大規模の農場で発生した場合を想定しており、そ

れに加え 4 都道府県では、関係市町村等との人員確保の調整が完了してい
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た。この関係市町村等との人員確保の調整が完了していた 4 都道府県のう

ち 1 都道府県においては、20 万羽を超える大規模農場で高病原性鳥インフ

ルエンザが発生したが、発生確認から 3 日以内で防疫措置を完了すること

ができたことを踏まえると、家畜伝染病の発生時に備え、実効性のある動員

計画を作成しておくことが重要と考えられるため、農林水産省としては、今

後も、各都道府県における動員計画の作成状況のフォローアップを行い、平

時から、実効性のある動員計画が作成されるよう、各都道府県に対し、必要

に応じて指導・助言等を行っていくこととしている。 

 

⑶ 埋却地の十分な確保等 

（勧告要旨） 

農林水産省は、家畜伝染病の患畜等の埋却、焼却等が迅速かつ的確に行

われるよう、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、家畜の所有者による埋却地等の確保を促進するとと

もに、それが十分確保できない場合は、移動式レンダリング装置や移動

式焼却炉を活用した処理計画をあらかじめ定めておくよう指導するこ

と。 

② 都道府県に対し、埋却等の実施に対する近隣住民等への説明及びその

承諾取得が進むよう、適切な助言を行うこと。 

③ 都道府県に対し、家畜の所有者が確保した埋却地の適地性について、

国防疫マニュアルで示された要件を踏まえて、立入検査時に併せて確認

を行い、家畜の所有者に対して適切な指導を行うよう指導すること。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 家畜の所有者は、家畜伝染病のまん延を防止するため、家畜伝染病の患

畜等の死体の埋却地の確保、焼却・化製のための準備措置（近隣住民等の承

諾取り付けに向けた説明等を含む。）を講ずる義務 

○ 農林水産省は、家畜の所有者における埋却地等の確保が十分ではない場

合の補完手段の1つとして、移動式焼却炉、移動式レンダリング装置を配備 

○ 埋却地は、国防疫マニュアル上、ⅰ）地理的、地形的要件、ⅱ）作業・管

 

（農林水産省） 

→① 平成27年11月及び28年1月に、都道府県に対し、家畜の所有者に埋却地

を確保するよう指導するとともに、家畜の所有者による十分な確保ができ

ない場合は、移動式レンダリング装置や移動式焼却炉を利用した処理計画

の策定、焼却施設や化製処理施設の利用等をするよう求めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対

応について」及び「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に

基づく勧告への対応について（フォローアップ）」） 

 

また、平成 28年 1月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を対象と

した全国会議においても、上記の内容を周知した。 

   なお、焼却施設や化製処理施設の利用に当たってはこれらの施設と事前

に協定を締結しておくことが重要であるため、各都道府県における焼却処

理施設等との協定状況を確認し、その結果について、平成 28年 4月に、

都道府県に対し情報提供を行うとともに、同年同月に開催した都道府県の

家畜衛生担当者等を対象とした全国会議においても周知した。 

（「都道府県における家畜伝染病対策に関する参考取組事例について（情報提供）」） 

 

② 各都道府県における埋却地等の確保に関し近隣住民等から承諾を得て

いる具体的事例を確認し、得られた事例について、平成28年4月に、都道
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理要件を参考にしながら、事前に選定し、原則として発生農場内、あるいは

農場の近接地に確保 

 

《調査結果》 

○ 埋却地等の確保率が60％未満の府県あり（平成26年2月時点。17道府県の

平均確保率81％） 

・乳用牛の農場：2県 

・肉用牛の農場：6府県 

・豚の農場：4府県 

・採卵鶏の農場：1県 

○ 埋却等の実施に対する近隣住民等からの承諾取得が低調（平成26年2月時

点。17道府県全体で9％）。中には、近隣住民等からの承諾が全く得られてい

ない例あり 

・乳用牛の農場：4府県 

・肉用牛の農場：5府県 

・豚の農場：8府県 

・採卵鶏の農場：6府県 

・肉用鶏の農場：7県 

○ 埋却地の適地性を未確認の例（6道府県）あり（平成26年度） 

 

府県に対し情報提供を行うとともに、同年同月に開催した都道府県の家畜

衛生担当者等を対象とした全国会議においても周知した。 

（「都道府県における家畜伝染病対策に関する参考取組事例について（情報提供）」） 

 

③ 平成 28年 1月に、都道府県に対し、埋却予定地の適地性について、28

年度から立入検査の際に、目視等により順次確認するよう求めた。 

（「総務省による家畜伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告への対

応について（フォローアップ）」） 

 

また、平成 28年 1月及び 4月に開催した都道府県の家畜衛生担当者等を

対象とした全国会議においても、上記の内容を周知した。 

 

⇒ 平成28年度における埋却地等の確保率は、全国平均で87.8％であり、牛を

飼養する農場では87.4％、豚を飼養する農場では84.6％、家きんを飼養する

農場では92.7％であった。都道府県別にみると、26都道府県は、埋却地等の

確保率が90％を超えており、このうち3都道府県は100％となっていた。 

 

また、都道府県における埋却地等の確保状況を確認した結果、平成29年3

月31日現在、次のとおりであった。 

① 埋却地等が確保できていない農場がみられた都道府県においては、家畜

の所有者に対し、引き続き事前に確保していくことの必要性の説明を行

い、埋却地の確保に努めていくとともに、都道府県としても、家畜伝染病

の発生時に備え、焼却施設や化製処理施設を利用することができるよう、

これらの施設との協定の締結等を進めているとの回答であった。 

移動式レンダリング装置や移動式焼却炉を利用した処理計画の策定に

ついて、埋却地等を100％確保している3都道府県を除く44都道府県のう

ち、20都道府県において策定済み（一部の畜種に限定した計画を含む。）

であり、当該処理計画を策定していない24都道府県については、これらの

装置等を利用する場合の移送時間等を考えると利用が困難とする都道府

県及び埋却地等の確保が見込まれている都道府県を除き、利用の可否を検
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討しているとの回答であった。 

② 埋却等の実施に対する近隣住民等の承諾については、全ての都道府県に

おいて、引き続き農場に対し承諾を得る必要性の説明や、指導・助言を行

っていくとの回答であり、いくつかの都道府県では、農場ごとの説明会の

開催により、新たに承諾が得られたとの例もあった。 

③ 埋却地の適地性の確認について、20都道府県において、立入検査を実施

した全ての農場に対し目視により確認を行っているが、残りの27都道府県

においては、人員不足等により全ての農場に対し確認を終えておらず、順

次行っていくとの回答であった。 

 

農林水産省としては、各都道府県における埋却地等の確保状況のフォロー

アップを行い、家畜伝染病の発生時に迅速に対応を図ることができるよう、

今後も、各都道府県に対し、必要に応じて指導・助言を行っていくこととし

ている。 

なお、埋却の作業をより円滑かつ効果的に進めることができるよう、掘削

以外の埋却方法として、盛土による方法が可能であるかどうかの検証を平成

28年度から30年度にかけて行っているところである。 
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